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料金表(改定後) 

定員および使用料について 

 

全て1面（面がない場合は１室）あたりの料金です。 

各室の定員をお守りください。 

 

施設名 室場名 面名 
使用料 

区分  

定員 

(人) 
午前 午後 夜間 全日 

ホール  通常 180 1,200 1,800 2,300 5,300 

第 1 会議室  

（保育室） 
 通常 16 400 600 700 1,700 

第 2 会議室  通常 30 700 900 1,100 2,700 

第 3 会議室  通常 22 600 800 800 2,200 

和室  通常 20 300 400 400 1,100 

忠
生
市
民
セ
ン
タ
ー 

料理講習室  通常 25 2,000 1,200 3,200 

ホール  通常 350 1,800 2,800 3,500 8,100 

第 1 会議室  通常 30 700 900 1,100 2,700 

第 2 会議室  通常 50 1,100 1,400 1,700 4,200 

和室（1）  通常 40 700 900 1,100 2,700 

和室（2）  通常 20 300 400 400 1,100 

音楽室  通常 30 700 900 1,100 2,700 

鶴
川
市
民
セ
ン
タ
ー 

小会議室  

（保育室） 
 通常 10 300 400 400 1,100 

ホール  通常 300 1,800 2,800 3,500 8,100 

第 1 会議室  通常 24 700 900 1,100 2,700 

第 2 会議室  通常 30 800 1,100 1,300 3,200 

和室（1）  通常 35 700 900 1,100 2,700 

和室（2）（保育室）  通常 15 400 600 700 1,700 

南
市
民
セ
ン
タ
ー 

音楽室  通常 30 700 900 1,100 2,700 
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施設名 室場名 面名 
使用料 

区分  

定員 

(人) 
午前 午後 夜間 全日 

ホール  通常 170 1,200 1,800 2,300 5,300 

第 1 会議室Ａ 通常 30 700 900 1,100 2,700 

第 1 会議室Ｂ 通常 28 600 800 800 2,200 
第 1 会議室 

第 1 会議室ＡとＢ 通常 58 1,300 1,700 1,900 4,900 

第 2 会議室Ａ 通常 12 300 400 400 1,100 

第 2 会議室Ｂ 通常 12 300 400 400 1,100 
第 2 会議室 

第 2 会議室ＡとＢ 通常 24 600 800 800 2,200 

な
る
せ
駅
前
市
民
セ
ン
タ
ー 

和室  

（保育室） 
 通常 12 400 600 700 1,700 

ホール  通常 300 1,800 2,800 3,500 8,100 

第 1 会議室  通常 30 700 900 1,100 2,700 

第 2 会議室  通常 21 600 800 800 2,200 

第 3 会議室  通常 12 300 400 400 1,100 

和室（1）  通常 28 400 600 700 1,700 

和室（2）  

（保育室） 
 通常 8 200 200 300 700 

堺
市
民
セ
ン
タ
ー 

音楽室  通常 24 600 800 800 2,200 

ホール  通常 300 1,800 2,800 3,500 8,100 

第 1 会議室  通常 50 1,100 1,400 1,700 4,200 

第 2 会議室  通常 18 400 600 700 1,700 

第 3 会議室  通常 20 400 600 700 1,700 

和室  通常 27 800 1,100 1,300 3,200 

音楽室  通常 16 600 800 800 2,200 

多目的室  

（保育室） 
 通常 20 400 600 700 1,700 

小
山
市
民
セ
ン
タ
ー 

いこいの間  通常 53   1,700   
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施設名 室場名 面名 
使用料 

区分  

定員 

(人) 
午前 午後 夜間 全日 

ホール  通常 100 700 1,200 1,800 3,700 

第 1 会議室  通常 21 400 600 700 1,700 

第 2 会議室 通常 16 300 400 400 1,100 

第 3 会議室 通常 20 300 400 400 1,100 
第 2・3 会議室 

第 2・3 会議室 通常 36 600 800 800 2,200 

和室  

（保育室） 
 通常 14 300 400 400 1,100 

玉
川
学
園
文
化
セ
ン
タ
ー 

いこいの間  通常 14 300  400   

ホール  通常 300 1,800 2,800 3,500 8,100 

Ａ館会議室  通常 30 700 900 1,100 2,700 

Ａ館和室  通常 30 600 800 800 2,200 

Ａ館音楽室  通常 20 700 900 1,100 2,700 

Ａ館小会議室  

（保育室） 
 通常 10 300 400 400 1,100 

Ｂ館大会議室  通常 50 1,100 1,400 1,700 4,200 

Ｂ館会議室  通常 20 300 400 400 1,100 

木
曽
山
崎
セ
ン
タ
ー 

Ｂ館和室  通常 20 300 400 400 1,100 

ホール  通常 300 1,800 2,800 3,500 8,100 

会議室（1）  通常 18 900 1,300 1,400 3,600 

会議室（2）  通常 30 700 900 1,100 2,700 

会議室（3）  通常 30 700 900 1,100 2,700 

和室（1）  通常 40 600 800 800 2,200 

和室（2）  通常 30 700 900 1,100 2,700 

多目的室  通常 30 700 900 1,100 2,700 

成
瀬
セ
ン
タ
ー 

小会議室 

（保育室） 
 通常 15 300 400 400 1,100 

ホール  通常 180 1,200 1,800 2,300 5,300 

第 1 会議室  通常 18 400 600 700 1,700 

第 2 会議室  通常 30 800 1,100 1,300 3,200 

和室  

（保育室） 
 通常 30 400 600 700 1,700 

つ
く
し
野
セ
ン
タ
ー 

音楽室  通常 20 600 800 800 2,200 
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施設名 室場名 面名 
使用料 

区分  

定員 

(人) 
午前 午後 夜間 全日 

ホール  通常 180 1,200 1,800 2,300 5,300 

第 1 会議室  通常 30 1,100 1,400 1,700 4,200 

第 2 会議室  

（保育室） 
 通常 24 600 800 800 2,200 

和室  通常 20 600 800 800 2,200 

木
曽
森
野
セ
ン
タ
ー 

音楽室  通常 30 700 900 1,100 2,700 

ホール  通常 182 1,200 1,800 2,300 5,300 

第 1 会議室  通常 24 400 600 700 1,700 

第 2 会議室 通常 24 600 800 800 2,200 

第 3 会議室 通常 12 200 200 300 700 
第 2・3 会議室 

  
第 2・3 会議室 通常 36 800 1,000 1,100 2,900 

第 4 会議室 通常 24 600 800 800 2,200 

第 5 会議室 通常 18 300 400 400 1,100 
第 4・5 会議室 

  
第 4・5 会議室 通常 42 900 1,200 1,200 3,300 

三
輪
セ
ン
タ
ー 

和室  

（保育室） 
 通常 24 400 600 700 1,700 

ホール  通常 188 7,200 9,600 10,700 27,500 

視聴覚室  通常 28 1,400 1,900 2,100 5,400 

調理室  通常 40 2,800 2,800 3,600 9,200 

和室（1） 通常 24 500 600 700 1,800 

和室（2） 通常 24 500 600 700 1,800 

和室（3） 通常 5 200 400 400 1,000 

和室（1）（2） 通常 48 1,000 1,200 1,400 3,600 

和室（1）（3） 通常 29 700 1,000 1,100 2,800 

和室（2）（3） 通常 29 700 1,000 1,100 2,800 

和室 

和室（1）（2）（3） 通常 53 1,200 1,600 1,800 4,600 

第 1 学習室Ａ 通常 24 600 800 900 2,300 

第 1 学習室Ｂ 通常 18 600 800 900 2,300 第 1 学習室 

第 1 学習室ＡとＢ 通常 42 1,200 1,600 1,800 4,600 

第 2 学習室Ａ 通常 24 600 800 900 2,300 

第 2 学習室Ｂ 通常 24 600 800 900 2,300 

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム 

第 2 学習室 

第 2 学習室ＡとＢ 通常 48 1,200 1,600 1,800 4,600 
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施設名 室場名 面名 
使用料 

区分  

定員 

(人) 
午前 午後 夜間 全日 

ホール  通常 158 3,400 3,900 3,900 11,200 

学習室 1 通常 21 700 900 900 2,500 

学習室 2 通常 30 1,300 1,500 1,500 4,300 学習室 1・2 

学習室 1 と 2 通常 51 2,000 2,400 2,400 6,800 

学習室 3 通常 12 500 500 500 1,500 

学習室 4 通常 12 500 500 500 1,500 学習室 3・4 

学習室 3 と 4 通常 24 1,000 1,000 1,000 3,000 

学習室 5  通常 15 500 600 600 1,700 

学習室 6  通常 15 500 600 600 1,700 

学習室 7  通常 18 700 800 800 2,300 

和室 1  通常 45 900 1,000 1,000 2,900 

和室 2  通常 24 600 700 700 2,000 

音楽室 1  通常 24 800 900 900 2,600 

音楽室 2  通常 18 500 500 500 1,500 

プレイルーム  通常 18 700 800 800 2,300 

調理実習室  通常 37 1,500 1,700 1,700 4,900 

美術工芸室  通常 30 1,100 1,200 1,200 3,500 

視聴覚室  通常 36 1,300 1,500 1,500 4,300 

ま
ち
だ
中
央
公
民
館 

 

保育室  通常 20 1,500 1,800 1,800 5,100 

大会議室  通常 108 2,100 2,400 2,700 7,200 

第 1 会議室 通常 12 300 400 500 1,200 

第 2 会議室 通常 12 300 400 500 1,200 第 1・2 会議室 

第 1・2 会議室 通常 24 600 800 1,000 2,400 

第 3 会議室  通常 6 200 200 200 600 

第 4 会議室 通常 12 300 400 500 1,200 

第 5 会議室 通常 12 300 400 500 1,200 第 4・5 会議室 

第 4・5 会議室 通常 24 600 800 1,000 2,400 

町
田
市
民
文
学
館
こ
と
ば
ら
ん
ど 

※
注
１ 

第 6 会議室  通常 30 900 1,200 1,300 3,400 

健
康
福
祉
会
館 

講習室  通常 250 1,800 2,800 3,500 8,100 

※注１）町田市民文学館ことばらんどの保育室の使用料については町田市民文学館ことばらんどまでお問合

せください。 
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施設名 室場名 面名 
使用料 

区分  

定員 

(人) 
午前 午後 夜間 全日 

ホール 

（平日） 
 通常 14,000 24,000 38,000 67,000 

ホール 

（土日祝日） 
 通常 

862 

18,000 32,000 42,000 84,000 

第 1 会議室  通常 30 3,500 4,000 4,500 11,000 

第 2 会議室  通常 30 3,500 4,000 4,500 11,000 

第 3 会議室  通常 36 3,500 4,000 4,500 11,000 

第 4 会議室  通常 90 7,000 8,000 9,000 22,000 

第 5 会議室  通常 12 1,500 2,000 2,500 5,500 

練習室  通常 - 2,000 2,000 2,000 6,000 

第 1 ギャラリー  通常 -  5,000 

町
田
市
民
ホ
ー
ル 

※
注
２ 

第 2 ギャラリー  通常 -  8,000 

 
青少年 

団体等 
1,500  2,000  2,000  5,500 

カリヨンホール 

 一般団体 

250 

4,500  6,500  6,500  17,500 

 
青少年 

団体等 
無料  第 1 レクレーションル

ーム 
 一般団体 

50 

1 時間 300 円  

 
青少年 

団体等 
無料  第 3 レクレーションル

ーム 
 一般団体 

50 

1 時間 300 円  

 
青少年 

団体等 
無料  

和室 

 一般団体 

20 

1 時間 200 円  

 
青少年 

団体等 
 無料 

第 1 炊事場 

 一般団体 

150 

 500 

 
青少年 

団体等 
 無料 

青
少
年
施
設
ひ
な
た
村 

第 2 炊事場 

 一般団体 

150 

 500 

※注２）町田市民ホールは入場料徴収時、別料金となる場合があります。詳しくは、市民ホールまでお問合せ

ください。 
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施設名 室場名 面名 
使用料 

区分  

定員 

(人) 
午前 午後 夜間 全日 

 
青少年 

団体等 
 10,000 宿泊室兼多目的室 

（宿泊利用） 
 一般団体 

20 

 13,000 

 
青少年 

団体等 
1,000 1,500   宿泊室兼多目的室 

（日帰り利用） 
 一般団体 

‐ 

1,500 2,000   

 
青少年 

団体等 
 3,000 

和室 

 一般団体 

5 

 4,000 

 
青少年 

団体等 
2,000 3,000 3,000  

多目的ホール 

 一般団体 

‐ 

3,000 4,000 4,000  

 
青少年 

団体等 
 10,000 

キャビン A 

 一般団体 

20 

 13,000 

 
青少年 

団体等 
 3,000 

キャビン B 

 一般団体 

8 

 4,000 

 
青少年 

団体等 
 3,000 キャビン B 

（4 人用） 
 一般団体 

4 

 4,000 

 
青少年 

団体等 
 300 

テントサイト 

 一般団体 

5 

 400 

 
青少年 

団体等 
1,000 1,500   

工芸室 

 一般団体 

50 

1,500 2,000   

野外炊事場  通常 100 ※別途、薪代が必要です。 無料 

（1） 2,000 

大
地
沢
青
少
年
セ
ン
タ
ー 

キャンプファイヤー 
（2） 

通常 ‐  
2,000 
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施設名 室場名 面名 
使用料 

区分  

定員 

(人) 
午前 午後 夜間 全日 

本館  通常 6  8,000 

キャビンＡ  通常 5  5,000 

キャビンＢ  通常 5  4,000 

せ
せ
ら
ぎ
の
里 

町
田
市
自
然
休
暇
村 

テントサイト  通常 5  300 

第 1 展示室  通常 - 2,000 

町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン 

第 2 展示室  通常 - 1,000 

1 室 通常 - 18,000 

A 室 通常 - 9,000 市民展示室 

B 室 通常 - 9,000 

アトリエ  通常 - 1,200 2,400   

国
際
版
画
美
術
館 

講堂  通常 200 4,000 7,000   

第 1 会議室  通常 25 600 800 800 2,200 

第 2 会議室  通常 18 300 400 400 1,100 

わ
く
わ
く
プ
ラ
ザ
町
田 

講習室  通常 154 1,200 1,800 2,300 5,300 
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使用料の免除について 

 

以下の場合は施設の使用料が免除になります。 

施設が予約できたら、事前に使用する施設の受付窓口に使用料免除申請書を提出してくださ

い。 

 

施設  使用料免除区分  

町田市地域センター  

●各センター運営委員会、センター祭り実行委員会がそのセンターを使用

するとき。  

●各分団・部を含む消防団、町内会・自治会とその地区連合会、老人クラ

ブ、子ども会、青少年健全育成地区委員会が、月1回の定例会でセンター

の会議室等を使用するとき、および年1回の総会でホールを使用するとき。 

※これらの団体は、町田市民フォーラムの使用料は免除になりませんので

ご注意ください。  

町田市民フォーラム  

●町田市男女平等推進センター登録団体、町田市消費生活センター事業

協力団体、町田ボランティア・センター登録団体が町田市民フォーラムの

活動諸室を使用するとき。（ホールは免除になりません。）  

※これらの団体は、町田市地域センターの使用料は免除になりませんの

でご注意ください。  

町田市民文学館 

ことばらんど 

●原町田3丁目・4丁目の区域内に存する自治会、町内会、商店会が定例

会等で使用するとき。 

青少年施設 

ひなた村 

●市内の社会教育団体が市内の青少年を対象として広く公募した事業に

使用するとき。 

●市内の小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園又は保育園が主催す

る事業に使用するとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


